
議案第５８号 

 

区域外における公の施設の設置について 

 

大口町の公共下水道を小牧市の区域内に設置するため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の３第１項の規定により、下記のとおり小牧市と協議す

ることについて、同条第３項の規定基づき、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 設 置 場 所   小牧市大字河内屋新田字下岩倉杁 

           ５１０番１地先 

２ 下水道施 設   汚水公共ます 

３ 施工計画 図   別紙のとおり 

４ 経費の負 担   大口町において全額を負担とする。 

５ 使用の条 件   大口町公共下水道は、大口町及び小牧市内の事業所に供す

るものとし、使用料及び手続きは、条例の定めるところに

よる。 

 

令和３年９月１日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、大口町公共下水道の整備にあたり本町区域外に下水道施

設を設置するため必要があるからである。 
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汚水公共ます

大口町公共下水道
接続位置

大口町公共下水道
接続区域

小牧市事業所

位　置　図

小牧市

大口町

伝右二丁目



平面図

断面図

汚水取付管断面図

コンクリート製マンホール

ゴム輪受口片受直管

(4.0m/本)

Ｉ＝10‰以上

コンクリート製マンホール

官
民
境
界

汚
水
桝

ゴム輪受口片受直管

(4.0m/本)

人孔内径/2 L

W 1035

500

1
0
0

1
1
4

1
0
0

3
1
4

砂

取付管

VUφ100

汚水桝
0号組立マンホール

0号組立マンホール
汚水桝

下水道本管側
民地側汚水公共ます

施工計画図

組立人孔接続　取付管（公共ます：組立人孔）

- 3 -


